
提出課：

120

（提案理由　及び　議案概要） （単位：千円）

款 10 総務費 項 5 総務管理費 目 7

27

県支出金 その他 一般財源

117 117

・消耗品費

57千円 

60千円 

　　　　　　今後執行見込額－予算残額＝60千円(増額)

内訳 電気 816千円－ 826千円＝ △10千円
上下水道 124千円－  48千円＝ 76千円

ガス 14千円－   20千円＝ △6千円

（財源内訳の詳細　単位：千円）

補正額 補助率等

　中山支所に設置されている消火器6本の使用期限が2024年
末となっており交換が必要のため新たに購入する。

消火器（蓄圧式）　6本×8,550円×1.1＝56,430円

・光熱水費

電気、上下水道、ガス料金の執行見込みによる増額補正

款-項-目-節-細節 説明名称 補正前の額

需用費

　光熱水費

　消耗品費

12,198

補正理由・事業概要 今回補正額の経費内訳

補正前 今回補正額
今回補正額の財源内訳

国庫支出金 地方債

支所費

事業番号 事業名 中山支所

事
業
の
目
的

対象
（誰、何に対してか）

町民

総合計画における位置づけ

32　地域の思いや力を発揮できる環境
をつくろう

意図・成果
（対象をどのような状態にし

たいのか）

公共サービスの提供、来庁時の安心・安全のため庁
舎及び周辺の管理保全を行う。

所信表明の「5本柱」
における位置づけ

行財政改革による持続可能なまちづくり

根拠法令・要綱等

大山町支所設置条例,大山町支所設
置条例施行規則、消防法

令和６年第９回定例会

議案説明資料 地籍調査課

議案番号 令和６年度大山町一般会計補正予算（第7号）



提出課：

120

（提案理由　及び　議案概要） （単位：千円）

款 30 農林水産業費 項 5 農業費 目 6

225

県支出金 その他 一般財源

6,270 70

・中山農村環境改善センター空調設備更新工事

6,270千円 

内訳 空調機器 2,134 千円(税込)
部材込・取付工事一式 858 千円(税込)
電気工事 3,278 千円(税込)

〈施設概要〉 計 6,270 千円(税込)
中山農村環境改善センター

・竣工　　　　昭和63年2月(36年経過)

・構造規模　鉄筋コンクリート造2階建

・延床面積　960㎡

・施設利用 利用回数(回) 利用人数(人)

令和5年度 286 5,232

令和4年度 318 5,927

令和3年度 297 5,799

（財源内訳の詳細　単位：千円）

補正額 補助率等

6,200 100%

令和６年第９回定例会

議案説明資料 地籍調査課

議案番号 令和６年度大山町一般会計補正予算（第7号）

農業施設運営費

事業番号 事業名 中山農村環境改善センター運営費

事
業
の
目
的

対象
（誰、何に対してか）

農業関係者、地域住民

総合計画における位置づけ

11　一次産業にあこがれる若者を増やそ
う

意図・成果
（対象をどのような状態にし

たいのか）

町民等への利用サービスの向上、来館時の安心・
安全のため施設及び周辺の維持管理を行う。

所信表明の「5本柱」
における位置づけ

経済産業が成長するまちづくり

根拠法令・要綱等

大山町中山農村環境改善センター条例

補正前 今回補正額
今回補正額の財源内訳

国庫支出金 地方債

補正理由・事業概要 今回補正額の経費内訳

11,010 6,200

工事請負費

　施設設備後36年が経過し、現在の空調機器が老朽化のた
め故障している。そのため、学習室、情報資料室及び事務室
に新たに空調機器を設置する。

　中山農村環境改善センター空調設備更新工事

款-項-目-節-細節 説明名称 補正前の額

90-5-30-23-2 緊急防災・減災事業債 6,300



提出課：

120

（提案理由　及び　議案概要） （単位：千円）

款 30 農林水産業費 項 5 農業費 目 7

231

県支出金 その他 一般財源

△ 1,460 △ 1,460

・一般職給料・・・執行見込みによる減額

　　執行見込額17,820千円-予算額19,720千円＝△1,900千円 △ 1,900千円

・児童手当・・・制度改正による増額(3名分) 440千円 

　　執行見込額1,010千円-予算額570千円＝440千円

（財源内訳の詳細　単位：千円）

補正額 補助率等款-項-目-節-細節 説明名称 補正前の額

職員手当等

　児童手当

給料

　一般職給料

144,014

補正理由・事業概要 今回補正額の経費内訳

補正前 今回補正額
今回補正額の財源内訳

国庫支出金 地方債

地籍調査事業費

事業番号 事業名 地籍調査事業

事
業
の
目
的

対象
（誰、何に対してか）

土地所有者等

総合計画における位置づけ

21　大山町の魅力や暮らしやすさにつな
がる土地利用を実現しよう

意図・成果
（対象をどのような状態にし

たいのか）

　国土調査法に基づき、一筆地ごとの土地の所有
者、地番、地目及び境界等を調査し、境界測量と
面積測定を行い、地図(地籍図)及び簿冊(地籍簿)
を作成する。
　そして法務局に備え付け、土地財産の保全、円
滑な土地取引、迅速な災害復旧及び税の公平性
等に資する。

所信表明の「5本柱」
における位置づけ

町民みんなが暮らしやすいまちづくり

根拠法令・要綱等

国土調査法

令和６年第９回定例会

議案説明資料 地籍調査課

議案番号 令和６年度大山町一般会計補正予算（第7号）


